
移動等円滑化促進計画「“すいすい”プラン」策定に伴う報告について

（１）計画概要

大田区では、高齢者、障がい者等の移動及び施設の利用上の利便性・安全性を促進するとともに、
誰もが分け隔てなく共生する社会の実現を目指し、大田区移動等円滑化促進方針及び計画の策定や
継続的な見直しを行っている。
「大田区移動等円滑化推進方針」に基づき、具体的な整備や施策を示した「移動等円滑化推進計画
“すいすい”プラン」を策定し、蒲田駅周辺地区、大森駅周辺地区、さぽーとぴあ周辺地区の３地区で街
なかの移動等円滑化を進めてきた。

（２）改定内容

本計画は、計画期間を設け、実施状況の把握や今後の取組の検討等、継続的な見直しを行ってい
る。今回の計画改定は、令和２年３月策定の「大田区移動等円滑化促進方針」に基づき、令和３・４年
度の２か年を改定期間として、「蒲田駅周辺地区」「大森駅周辺地区」「さぽーとぴあ周辺地区」の３地
区を対象とした「大田区移動等円滑化促進計画“すいすい”プラン」を策定するものである。
なお、計画の改定に向けて、学識経験者や関係部局等が連携し、検討することを目的とする移動等
円滑化推進協議会を開催する。
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